
がん診療連携拠点病院等における
地域連携及び社会連携について
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厚生労働省健康局
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（１）がん研究
（２）人材育成
（３）がん教育、普及啓発

「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」
①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

第２ 分野別施策

第３期がん対策推進基本計画（概要）
第１ 全体目標

第３ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

４．これらを支える基盤の整備

（１）がんの１次予防（※）

（２）がんの早期発見、がん検診
（２次予防）

（１）がんゲノム医療
（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法
（３）チーム医療
（４）がんのリハビリテーション
（５）支持療法
（６）希少がん、難治性がん

（それぞれのがんの特性に応じた対策）
（７）小児がん、ＡＹＡ（※）世代のがん、高齢者のがん

(※)Adolescent and Young Adult：思春期と若年成人

（８）病理診断
（９）がん登録
（10）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

（１）がんと診断された時からの緩和ケア
（２）相談支援、情報提供
（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題
（５）ライフステージに応じたがん対策

３．がんとの共生２．がん医療の充実１．がん予防

１．関係者等の連携協力の更なる強化
２．都道府県による計画の策定
３．がん患者を含めた国民の努力
４．患者団体等との協力

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
６．目標の達成状況の把握
７．基本計画の見直し

（※）受動喫煙に関する目標値等
については、受動喫煙対策
に係る法案を踏まえて別途
閣議決定する予定。
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（現状・課題）
拠点病院等においては、整備指針に基づき、在宅療養支援診療所・病院、緩和ケア病

棟等と協働するためのカンファレンスを開催するなど、切れ目のないがん医療を提供する
ための体制整備を進めてきた。

しかし、拠点病院等と地域の医療機関とが連携して取り組む相談支援、緩和ケア、セカ
ンドオピニオン等については、地域間で取組に差があるとの指摘がある。

「地域連携クリティカルパス」は、拠点病院等が地域の医療機関と連携し、切れ目のな

いがん医療を提供するためのツールであるが、その運用は、それぞれの拠点病院等に
任されており、運用の状況に差があるとの指摘がある。

拠点病院等と、在宅医療を提供する医療機関、薬局、訪問看護ステーション等との連

携体制が十分に構築できていないことから、退院後も、継続的な疼痛緩和治療を在宅で
受けることが出来るようにする必要があるとの指摘がある。

がん患者がニーズに応じて利活用できる機関としては、医療機関以外にも、地域統括

相談支援センター、地域包括支援センター等が設置されているが、これらの機関での連
携についても、地域ごとに差があり、利用が進まない状況にある。

第３期がん対策推進基本計画における記載（抜粋）
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（取り組むべき施策）
国は、切れ目のない医療・ケアの提供とその質の向上を図るため、地域の実情に応じ

て、かかりつけ医が拠点病院等において医療に早期から関与する体制や、病院と在宅医
療との連携及び患者のフォローアップ のあり方について検討する。

国は、拠点病院等と地域の関係者等との連携を図るため、がん医療における専門・認
定看護師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、社会福祉士等の役割を明確にした上で、多
職種連携を推進する。その際、施設間の調整役を担う者のあり方や、「地域連携クリティ
カルパス」のあり方の見直しについて検討する。

国は、地域で在宅医療を担う医療機関等において、拠点病院等の医療従事者が連携
して診療を行うこと、地域の医療・介護従事者が拠点病院等で見学やカンファレンスに参
加したりすること等の活動を可能とする連携・教育体制のあり方を検討する。

拠点病院等は、緩和ケアについて定期的に検討する場を設け、緊急時の受入れ体制、
地域での困難事例への対応について協議すること等によって、地域における患者支援
の充実を図る。また、国は、こうした取組を実効性あるものとするため、施設間の調整役
を担う者の養成等について必要な支援を行う。

第３期がん対策推進基本計画における記載（抜粋）
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（現状・課題）
法第23条では、「国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びがん患者に

関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけるがんに関する教
育の推進のために必要な施策を講ずるものとする」とされている。

（中略）

国民に対するがんに関する知識の普及啓発は、「がん医療に携わる医師に対する緩和
ケア研修等事業」や、職場における「がん対策推進企業等連携事業」の中で推進してき
た。しかし、民間団体が実施している普及啓発活動への支援が不十分であるとの指摘が
ある。また、拠点病院等や小児がん拠点病院のがん相談支援センターや、国立がん研
究センターがん情報サービスにおいて、がんに関する情報提供を行っているが、それら
が国民に十分に周知されていないとの指摘がある。

（取り組むべき施策）
都道府県及び市町村において、教育委員会及び衛生主管部局が連携して会議体を設

置し、医師会や患者団体等の関係団体とも協力しながら、また、学校医やがん医療に携
わる医師、がん患者・経験者等の外部講師を活用しながら、がん教育が実施されるよう、
国は必要な支援を行う

第３期がん対策推進基本計画における記載（抜粋）
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拠点病院等における地域連携について

• 地域で在宅医療を担う医療機関等と、拠点病院等の医療従事者が連携する体制が必要である。

• 国民に対して、がんに関する知識の普及啓発が必要ではないか

拠点病院等と地域の医療・介護従事者等が連携できるように情報を共有する場を整備してはどう
か。

外来診療を中心に、拠点病院が地域の医療機関等と、役割分担や診療支援を行うことで、質の
担保（指定要件と見なすこと）ができるようにしてはどうか。

拠点病院の取組として、拠点病院における医療従事者が、がんに関する普及啓発を行ってはど
うか。
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現状・課題
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現行の整備指針の記載内容（拠点病院） 現行の整備指針の記載内容（地域がん診療病院）

１ 診療体制
（１）診療機能
⑥ 病病連携・病診連携の協力体制
（「地域連携の推進体制」に変更してはどうか）

ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを
行うこと。また、がん患者の状態に応じ、地域の医療
機関へがん患者の紹介を行うこと。その際、緩和ケア
の提供に関しては、２次医療圏内の緩和ケア病棟や
在宅緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリスト
を作成する等、患者やその家族に対し常に地域の緩
和ケア提供体制について情報提供できる体制を整備
すること。

イ 病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線
治療、化学療法又は緩和ケアの提供に関する相談な
ど、地域の医療機関の医師と相互に診断及び治療に
関する連携協力体制を整備すること。

ウ 我が国に多いがんその他必要ながんについて、地域
連携クリティカルパス（がん診療連携拠点病院等と地
域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診
療計画表及び患者用診療計画表から構成されるがん
患者に対する診療の全体像を体系化した表をいう。以
下同じ。）を整備すること。

修正・追加・削除すべきものはあるか。

１ 診療体制
（１）診療機能
⑥ 病病連携・病診連携の協力体制

グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携に
より、Ⅱの１の（１）の⑥に定める要件を満たすこと。

修正・追加・削除すべきものはあるか。
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現行の整備指針での記載



現行の整備指針の記載内容（拠点病院） 現行の整備指針の記載内容（地域がん診療病院）

１ 診療体制
（１）診療機能
⑥ 病病連携・病診連携の協力体制

エ ２次医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当
該圏域内の医療機関やがん患者等に対し、情報提供
を行うこと。

（※オについては別資料にて記載）

カ 地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和さ
れた状態での退院に努め、症状緩和に係る院内クリ
ティカルパスに準じた地域連携クリティカルパスやマ
ニュアルを整備するなど院内での緩和ケアに関する治
療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備す
ること。

キ ウ及びカに規定する地域連携クリティカルパス等を活
用するなど、地域の医療機関等と協力し、必要に応じ
て、退院時に当該がん患者に関する共同の診療計画
の作成等を行うこと。

修正・追加・削除すべきものはあるか。

１ 診療体制
（１）診療機能
⑥ 病病連携・病診連携の協力体制

グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携に
より、Ⅱの１の（１）の⑥に定める要件を満たすこと。

修正・追加・削除すべきものはあるか。
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現行の整備指針での記載



現行の整備指針の記載内容（拠点病院） 現行の整備指針の記載内容（地域がん診療病院）

１ 診療体制
（１）診療機能
⑥ 病病連携・病診連携の協力体制

ク 退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の
連携により療養場所等に関する意志決定支援を行う
とともに、必要に応じて地域の在宅診療に携わる医師
や訪問看護師等と退院前カンファレンスを実施するこ
と。

以下の事項について追加してはどうか。

（地域の情報共有と協議について）

当該２次医療圏や隣接する２次医療圏において、地域
の医療機関や在宅診療所等の医療・介護従事者とがん
に関する医療提供体制や社会的支援のあり方について
情報を共有し、役割分担や支援等について議論する場を
年1回以上設けること。

１ 診療体制
（１）診療機能
⑥ 病病連携・病診連携の協力体制

グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携に
より、Ⅱの１の（１）の⑥に定める要件を満たすこと。

修正・追加・削除すべきものはあるか。
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現行の整備指針での記載



現行の整備指針の記載内容（拠点病院） 現行の整備指針の記載内容（地域がん診療病院）

４ 情報の収集提供体制
（３）その他

① 我が国に多いがん以外のがんについて、集学的治療
等を提供する体制を有し、及び標準的治療等を提供し
ている場合は、当該がんに対する診療内容について
病院ホームページ等でわかりやすく広報すること。

② 院内がん登録数や各治療法についてのがん種別件
数について、ホームページ等での情報公開に努めるこ
と。

③ 地域を対象として、緩和ケアやがん教育をはじめとす
るがんに関する普及啓発に努めること。

④ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける際には、
連携先の地域がん診療病院名やその連携内容、連携
実績等について病院ホームページ、パンフレット等で
わかりやすく公表すること。

以下の事項について追加してはどうか。

（がん教育について）
当該2次医療圏における学校や職域より依頼があった

際には、外部講師として医療従事者を派遣し、がんに関
する知識について普及啓発に努めることが望ましい。

４ 相談支援・情報提供・院内がん登録
（３）その他

① 提供可能ながん医療についてわかりやすく患者に広
報すること。

② グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院名やそ
の連携内容、連携実績等についてホームページ、パン
フレット等でわかりやすく公表すること。

修正・追加・削除すべきものはあるか。
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現行の整備指針での記載


